
   
 

 
 
 

平成３０年６月２５日 

京 丹 後 市 役 所 

 

京丹後市長の資産等につきまして、「政治倫理の確立のための京丹後市長の資

産等の公開に関する条例」に基づき、公開します。 

なお、閲覧開始および閲覧方法につきましては以下のとおりです。 

 

 

 

１．資料閲覧開始日   

   平成３０年７月２日（月） 

 

２．閲覧場所 

   秘書広報広聴課 

   （京丹後市峰山町杉谷 889 番地 京丹後市役所峰山庁舎 2 階） 

 

３．閲覧方法   

   秘書広報広聴課に備え付けの所定様式にて申し込み 

   ※写しの交付を希望する場合は、1 枚につき 10 円 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

報道資料 

京丹後市長の資産等の公開について 

［問い合わせ先］ 

京丹後市秘書広報広聴課  担当：川村 

 TEL 0772-69-0110／FAX 0772-69-0901 
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